
不登校児童への対応方針 

枚方市立明倫小学校 

＜不登校児童の支援における現状と課題＞ 

本校の不登校児童は、生活リズムの乱れ、保護者と離れたくない、保護者の過干渉などが理由で欠席することが多い。

それぞれの不登校児童に対し、心の相談員や不登校支援員と連携し、それぞれの児童にあったアプローチを考え、試みて

いるところである。しかし、欠席理由が児童本人の考えなのか保護者の考えなのか分からず登校支援の方法に困ることが

ある。 

 

＜不登校支援協力員の配置による教育機会の確保及び不登校児童数の減少に向けた手立て＞ 

 不安そうな表情の児童がいれば声を掛け、悩みを聞き、不安を解消する。養護教諭と連携し、保健室の来室状況を確認

することで、不登校を未然に防ぐ。不登校児童に対しては、担任及び不登校支援員と連携し、家庭訪問等による登校支援

を充実させる。校内教育支援ルームを整備し、不登校児童に対し、学習支援を行う。 

＜具体的な対応＞ 

〇不登校児童への対応にあたっては、不登校未然防止の観点から、日頃より学校・家庭・地域等が連携することの意義に

ついて広く周知するため、学校における不登校児童への対応方針を定め、教育計画に記載するとともに、すべての児童

が安心して過ごせるよう、魅力ある学校づくりを推進する。 

〇不登校児童への対応方針については、「5つのレベルに応じた不登校対応例」を参考にする。 

〇欠席しがちになる等の兆候を把握した場合は、機を逸することなく適切な対応を図る。 

〇不登校児童への対応にあたっては、児童のアセスメントを丁寧に行い、教育機会の確保を図る。 

〇不登校が長期化している児童については状況把握に努め、定期的な安全確認を行う。 

〇欠席が長期化する場合は、定期的に安全確認するとともに、虐待が疑われる場合は速やかに通告し、関係機関と連携を

図る。 

〇要保護児童対策地域協議会において、虐待ケースとして登録されている児童については、理由に関わらず、休業日を除

き、引き続き７日欠席した場合は、速やかに関係機関に情報提供または通告を行う。 

〇児童を対象にスクリーニングを実施する等、児童の些細な変化を教職員で共有できるよう取組（月1回職員会議）を進

めるとともに、不登校または不登校の兆しのある児童に対し、機を逃さず家庭訪問を行ったり、ＩＣＴ機器を活用したりす

るなど、児童とつながるよう、きめ細やかで適切な対応を図る。 

〇魅力ある学校づくりの推進にあたっては、「分かりやすい授業の工夫」など日々の授業や特別活動に着目した取組を進

める。 

〇欠席の期間が長くなるにつれて、学校を休む理由が変わる可能性があることから、早期支援を行う。 

〇児童のアセスメントにあたっては、校内ケース会議等において児童の状況を充分に把握し、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカー等の専門家も含めたチームによる支援体制を整える。（不登校等対策委員会） 

〇不登校児童への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童が自らの進路を主体的に捉

えて、社会的に自立することをめざす。 



 

 

 

５つのレベルに応じた不登校対応例     

学校対応                           連携対応 

※児童のおかれている状況は多様であり、本方針とは異なる個別の対応を行う場合もあります。 


